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地域生活部

地 域 生 活 部 長 丸 山 文 民

地 域 生 活 部 次 長
森 山 順 一
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○蓬原委員長 それでは、ただいまから議員定

数・選挙区調査特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）をごらんくだ

さい。

本日は、まず、今後の審議の参考とするため、

地域生活部より「県議会議員の定数及び選挙区

について」及び「市町村合併について」概要説

明をいただきたいと思います。

その後、委員の協議に移りまして、議員定数

及び選挙区について、皆様に御協議していただ

きます。なお、その冒頭に、書記の方より「議

員定数に関する全国の状況」及び「一票の格差

の判例等」について説明をさせたいと思ってお

ります。以上のように取り進めてよろしいでし

ょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○蓬原委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、通常であれば、執行部の概要説明の際

に、委員及び執行部幹部職員の紹介を相互に行

うところでありますが、時間の制約等もござい

ますので、配席表を配付することでかえさせて

いただきたいと思いますので、御了承願います。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた
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します。

午前10時３分休憩

午前10時４分再開

○蓬原委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

地域生活部の皆様方には大変お世話になりま

す。おはようございます。

初めに、一言ごあいさつを申し上げます。

私は、この特別委員会の委員長の蓬原でござ

います。私ども委員12名が今後１年間、県議会

議員の定数及び選挙区について調査活動を行っ

ていくこととなりました。定数も選挙区も私た

ち議員自身に関することでありますので、基本

的には私たちが主体となって審議を進めていく

わけでありますが、委員会での審議の参考とす

るため、資料の提供や概要説明を御依頼するこ

ともあろうかと思いますので、御協力のほどを

よろしくお願いいたします。

なお、委員の紹介については、時間の都合も

ありますので、さきに配付の配席表にかえさせ

ていただきたいと思います。

また、地域生活部の皆様の配席表も各委員に

配付してありますので、御紹介をいただく必要

はございませんので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、地域生活部からの概要説明をお願

いいたします。

○丸山地域生活部長 皆様、おはようございま

す。座って説明させていただきます。よろしく

お願いします。

本日は、お手元の資料を開いていただきたい

と思います。目次のところをごらんください。

大きな１番目として「県議会議員の定数及び

選挙区について」、その項目が２つございます。

議員定数に関する地方自治法の規定について、

それから県議会議員の選挙区及び各選挙区の定

数について、それから、大きな２番目としまし

て「市町村合併について」、合併の経緯とか市町

村合併推進構想、これについて説明をさせてい

ただきたいと思います。詳細については、市町

村課長と市町村合併支援室長の方から説明をさ

せます。よろしくお願いします。

○江上市町村課長 お手元の資料によりまして、

県議会議員の定数や選挙区に関します関係法令

の規定等につきまして御説明を申し上げます。

委員会資料の１ページをお願いいたします。

まず、議員定数に関します地方自治法の規定

について御説明いたします。

都道府県議会の議員の定数につきましては、

ここに記載しておりますけれども、自治法の90

条の規定によりまして、条例で決めるというこ

ととされております。

また、その定数の上限数につきまして、人口

区分ごとに第２項でその数が決められておりま

す。その区分は大きく３つございます。ここに

書いておりますように、一号、二号、三号とあ

るわけでございますけれども、本県が該当する

ところは三号でございますが、点線の枠で囲っ

ておりますけれども、そこのところをわかりや

すく下の方の参考というところで具体的な人口

を書いて区分しております。本県の人口は115万

人余でございますから、この表の人口区分によ

りますと、定数の上限数、この上限数は48人と

なっておりますので、この48人を超えない範囲

で現在の条例で45人という定数が定められてい

るところでございます。

次に、２ページをお願いいたします。

①としまして選挙区の設定方法について、②

としまして各選挙区の定数の決め方について、
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③としまして、下の方になりますが、市町村合

併にかかわる規定について、それぞれ整理をい

たしております。また、この右の方、３ページ

でございますが、現在の選挙区別の定数等につ

いての表を記載してございます。

それでは、２ページの①の方から順に御説明

を申し上げます。

まず、①の選挙区の設定方法でございますけ

れども、この設定につきましては、公職選挙法

にその規定がございます。

ここに書いておりますように、選挙区は郡市

の区域によるという原則がございます。郡の区

域内に市が設置されましたり市の区域の変更が

あった場合には、郡の区域はみずから変更する

という規定がございます。これは自治法でござ

いますが、郡の区域はみずから変更するとなっ

ておりますので、仮に市町村合併の結果として

郡や市の区域に変更が生じることがございます。

こういう場合には、自動的にといいますか、何

もしなくてもといいますか、法律上当然に県議

の選挙区はその合併の時点で変更されるという

ことになっております。

なお、これにつきましては、合併特例法によ

りまして、別の方法を選択することも可能とな

っておりますので、これにつきましては、後で

③のところで後ほど御説明を申し上げます。

繰り返しになりますが、選挙区は郡市の区域

によるという原則で選挙区が設定されると申し

上げましたが、これには例外がございます。下

の方に強制合区、任意合区と書いてありますけ

れども、これが例外でございまして、隣の選挙

区とくっつけてもいい、もしくはくっつけなけ

ればならないという規定がございますけれども、

その御説明をいたします前に、右の方の３ペー

ジの資料をごらんいただけますでしょうか。

この表は現在の16の選挙区とその選挙区内の

人口、それから各選挙区の議員の定数、それか

ら選挙区の人口を議員定数で割った選挙区ごと

の議員１人当たりの人口、それから議員１人当

たりの人口の選挙区間の格差、それから各選挙

区の人口を議員１人当たりの人口、Ａでござい

ますが、この２万5,623人で割ったいわゆる配当

基数と言っておりますが、その配当基数と、そ

れに基づくいわゆる機械的に案分した人口比例

定数をあらわした表でございます。この配当基

数の欄を見ていただきたいと思いますけれども、

この配当基数の欄によって、先ほどの左の方に

書いてございますが、強制合区と任意合区の規

定が適用されるということでございます。

具体的な数字で申し上げますと、右の方の配

当基数の数字が0.5未満の市または郡があった場

合には、その場合には独立の選挙区ではだめだ

と、隣の隣接する選挙区と強制的にくっつけな

ければならないという規定でございます。0.5を

超えているんだけれども、１に達しないという

場合がございます。この場合には、隣の選挙区

とくっつけてもいいし、くっつけなくてもいい

と、それは選択できるというものでございます。

したがいまして、これが１を超えている場合、

１以上の場合には、これは今の公職選挙法の規

定のもとではくっつけることはできない、単独

の選挙区でしかあり得ないということでござい

ます。

ただし、今の45人という定数を前提とした配

当基数でございますから、この45人の数字が下

がっていけば配当基数は下がっていきますので、

理論的には、例えば32名あたりまで仮に定数を

下げますと、１人当たりの人口というのが３

万6,000ぐらいになります。そうしますと、例え

ば西都市は今３万5,000ちょっとでございますか
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ら、西都市も配当基数が１を切るということに

なりますので、定数のいかんによって配当基数

が変わってくるということになろうかと思いま

す。

ちなみに、今の45人という定数を前提とした

配当基数を書いてございますけれども、これで

見ますと、１を切っておりますのが串間市、え

びの市、それから北諸県郡、西諸県郡、西臼杵

郡、これは１を切っておりますので、今の公職

選挙法の規定に基づけば、この選挙区について

は隣の選挙区とくっつけてもいいし、今のよう

に単独でもいいということになろうかと思いま

す。

逆に言いますと、例えば宮崎郡でありますと

か東諸県郡、これは配当基数が1.12もしくは1.13

でございますから、今の45人という定数のまま

では、宮崎郡は１郡１町でございますが、１郡

１町を隣にくっつけるということはできないと、

同じように、東諸県郡も１郡２町でございます

が、今のままでは単独の選挙区しか選択できな

いということでございます。

もちろん、これも先ほど繰り返しになります

が、定数を下げていけば、例えば40人に下げる

と配当基数が１を宮崎郡は切ります。同じよう

に、39人に定数を見直しますと、東諸県郡は配

当基数が１を切ります。ということになります

ので、定数いかんによっては配当基数も変わっ

てきて、任意合区の幅が広がるということでご

ざいます。

以上が強制合区と任意合区の考え方でござい

ます。

任意合区につきましては、現在、南那珂郡と

日南市が任意合区という形で事例としては県内

にございます。

それから、３番目の特例、これは若干異なり

ますが、飛地特例というのがございます。１つ

の郡がほかの郡なり市なりによって分断される

というケースでございます。こういう場合には、

その分断されている地域、これをそれぞれ１つ

の郡と見なしていいと、それぞれ１つの郡と見

なして、先ほど申し上げました合区の規定を使

ってもいい、使わなくてもいいということでご

ざいます。

県内事例は、西米良村と西都市と書いており

ますけれども、今、児湯郡が西都市によって２

つに分断をされております。その場合に、西米

良村もこの場合、この規定によりますと、１つ

の郡と見なしてもいいということでございます

から、西米良村を１郡と見なしてもいいわけで

ございますが、その場合には、西米良村の人口

から配当基数が0.5を下回っておりますので、こ

の場合には単独の選挙区ではだめだということ

でございますから、西都市と強制合区をするか、

もしくは児湯郡と飛地で１つ選挙区をつくるか

という選択があるわけでございますが、この場

合には西都市との強制合区の道を選んだという

飛地特例でございます。

それから、ここに書いておりませんが、北川

町が一時期、今度の選挙までの間でございます

が、飛地という時期がございましたので、その

間は飛地特例を使っておったんですが、同じよ

うに人口の関係で配当基数が0.5以下ということ

で、延岡市と強制合区の道を選んでおったと。

ただ、その後、合併しましたので、必然的にそ

れは消滅しておりますけど、そういうこともあ

ったということでございます。

以上が公職選挙法によります選挙区の設定の

原則とその特例でございます。

合区する場合の基準につきましてはここに書

いておりますけれども、当然でございますけれ
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ども、合区する場合には、行政区画とか地勢と

か交通事情とかいうのを総合的に考慮して、ど

この選挙区とくっつけるか、もちろん隣接する

選挙区でございますが、隣接する選挙区の中で

どことくっつけるかを決めなさいという規定で

ございます。

以上が選挙区の設定についての公職選挙法の

規定でございます。

次に②でございますけれども、これは選挙区

を決めた後の議員定数の決め方でございます。

これについても原則と特例、例外がございま

して、まず原則につきましては、ここに書いて

ありますように、人口に比例して各選挙区の定

数を決めなければならないということになって

おります。右の３ページの表でございますけれ

ども、３ページの表の人口比例定数と書いてご

ざいます。宮崎市の14から７、５と書いてあり

ますが、これがまさに原則どおり機械的に各選

挙区ごとに割り振った定数でございますけれど

も、これが原則でございます。

しかし、これにつきましては特例がございま

して、ここに書いておりますように、特別の事

情があるときは、人口を基準とするんですけれ

ども、地域間の均衡を考慮して決めることがで

きるとされております。現在は、多くの都道府

県議会が本県と同様に、この特例を使っている

というのが一般的でございます。

なお、この特例が設けられた趣旨でございま

すけれども、これにつきましては、それぞれの

地域にはいろいろ地域固有の行政課題がござい

ます。そのことを十分に県政上も配慮する必要

があるのではないかということもございます。

そのため、各選挙区間の定数配分というのを機

械的に単純に人口で比例して行った場合には、

必ずしも都道府県の行政の円滑な推進が図られ

ない場合があるのではないかということもござ

いまして、そういうことを考慮された上でこの

ような特例が設けられておりまして、それぞれ

の地域の代表を地域の実情に応じて確保するこ

とができるということをされているものでござ

います。

次に、③でございますけれども、県議会議員

の選挙区や定数と市町村合併との関係でござい

ます。

先ほど、市町村合併によって郡市の区域に変

更が生じた場合には、選挙区は自動的に何もし

なくても、その日から合併後の郡市の区域にな

ると申し上げましたけれども、したがって、そ

れ以降の選挙、ですから、合併によって区域の

変更がなされ、自動的に県議会議員の選挙区が

変更されます。したがいまして、その日以降に

行われる選挙につきましては、新しい選挙区で

の選挙ということになります。もちろん、この

選挙は補欠選挙を含みます。

ですから、新しい選挙区でやらないといけな

いわけでございますけれども、これにつきまし

ては、合併特例法の期限内の合併に限って、特

例法の規定がございます。この合併特例法の規

定を適用した場合、（２）で書いておりますけれ

ども、合併の日までに選挙区の特例条例を決め

れば、一定期間については従来の選挙区、した

がいまして、合併が行われる前の選挙区とする

ことができるというふうにされております。

また、これは現実的ではないかもしれません

が、そのほかには、合併市町村が以前属してい

た区域に合わせて、ですから、両方の選挙区を

合わせて大選挙区を設けることもできるという

規定もございます。現実的にはないかもしれま

せんけど、いずれにしましても、一定期間につ

いて、選挙区の特例条例を決めれば、従来の選
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挙区で選挙はできるということでございます。

なお、この特例期間の適用期間についてでご

ざいますけれども、これは合併の日から次の一

般選挙後の任期が終わるまでの間で選べるとい

うことになっておりますので、解散がなければ

ですが、今の県議会議員の先生たちの任期とい

いますのは、19年４月が選挙でございましたか

ら、解散がなければ次の一般選挙は23年４月で

ございます。ですから、23年の選挙で選ばれた

議員さんたちの任期が終わるまでの間、ですか

ら、23年の次の選挙の前までは特例を選ぶこと

ができるということで、特例を選択することが

できるということでございます。

その特例を使うかどうかの現実的な意味でご

ざいますけれども、これは一般的には補欠選挙

の場合に生じてまいりまして、議員が欠けて補

欠選挙を行うと、ですから、合併が行われて次

の一般選挙までの間に、何らかの事情で補欠選

挙を行わなくてはならない理由が生じた場合に、

今回のような特例を使うかどうかという意味が

出てくるかと思います。

その特例の使い方は幾つかあるわけですが、

大きくは３つあろうかと思います。１つは、合

併後、次の一般選挙までの間、ですから、20年

に合併がされれば、23年の一般選挙までの間、

特例を使うのか。失礼、まず１つ目は特例を使

わないという選択。２つ目が、合併後、次の一

般選挙の前まで使うかという選択、それから次

は、次の一般選挙も特例を使うかという選択、

先般の合併に伴う特例法につきましては、この

パターンを使われたわけでございますけれども、

その選択があるかと思います。

仮に特例期間を23年４月の前まで使うという

選択をされるとすれば、その間の補欠選挙は従

来のままでございますけれども、一切特例を使

わないということになりますと、その間の補欠

選挙は新しい選挙区での補欠選挙ということに

なろうかと思います。

以上、概略を御説明申し上げました。よろし

くお願いいたします。

○坂本市町村合併支援室長 おはようございま

す。市町村合併について御説明をさせていただ

きます。

お手元の委員会資料の５ページをお願いいた

します。

「１ 経緯」について記載しております。

12年度の国の動向に書いてございますように、

４月、地方分権一括法が施行されたところでご

ざいますが、これで平成のいわゆる大合併とい

うのが幕をあけたわけでございます。これによ

りまして、県といたしましても、市町村合併支

援本部を設置いたしますとともに、各市町村長

さんへ合併の取り組み等を13年度にかけてお願

いしていったわけでございます。

その後、14年度から16年度にかけまして、県

内各地でいろいろな合併協議会、任意あるいは

法定の合併協議会が設置されまして、熱心な御

議論、また取り組みがなされたところでござい

ます。その結果、平成17年度までに、各地域で

合併が御承知のとおり進みまして、本県の市町

村数は44から31市町村に17年度末ではなったわ

けでございます。

それまで、根拠法令となっておりました合併

の法律が一たん旧法ということで閉じまして、

少し表では前後いたしますが、17年度の４月に

国の方で合併新法というのを施行されました。

これが５年間の時限立法でございまして、平成21

年度までを期限として新法が施行されたところ

でございますが、これで第二ステージといいま

すか、第二幕があいたというようなところでご
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ざいます。この新法に基づきまして、県では、

後ほど御説明いたしますが、市町村の合併推進

構想を策定したところでございます。

なお、18年度におきまして、右側の欄でござ

いますが、延岡市と北川町が合併されまして、

これで現在、30になっておるところでございま

す。

５ページについては以上でございます。

続きまして、６ページをお願いいたします。

２の「宮崎県市町村合併推進構想について」

でございますが、まず（１）構想策定の趣旨で

あります。

これは、合併がある程度進んだものの、依然

として１万人未満の市町村が県内で約３分の１

程度、10町村程度ございましたので、引き続き

合併を推進する必要があるということで、今後

の市町村の組み合わせ等について県として方向

性を示し、合併議論のスタート台とするために

構想を策定したものでございます。

（２）以下記載しておりますが、具体的には

お手元にパンフレットが配付してありますが、

それに基づきまして説明させていただきたいと

思います。

パンフレットの８ページをおあけください。

８ページ、上の方でございますが、「構想対象

市町村の組合せ」と、合併の対象の組み合わせ

といたしまして、次のような考えで組み合わせ

を策定しております。

まず、上の方の黄色い枠で囲んでおりますが、

「将来の望ましい市町村の姿」、どういう市町村

であるべきかということをまず定義づけいたし

まして、「①住民に身近な事務を自ら行うことが

できる市町村」から始まりまして、４番目の「住

民との協働によるまちづくりを進める市町村」

ということで、要は財政基盤がしっかりとした

市町村、そして、なおかつ専門的な職員を抱え

ることができて、いろんな住民からの高度なニ

ーズとかございますので、将来的にはそういう

のに対応できるような市町村であるべきだと、

そういうことをまず置きまして、そういう市町

村であるために、じゃどうすればいいかという

ことで、真ん中から「組合せの基本的な考え方」

といたしまして、４つの観点ということで書い

てございますが、「①生活圏・経済圏の一体性」、

これはそこに書いてございますように、通勤や

通学や医療の生活圏、あるいは商圏といいます

か、買い物とかそういうものを含めまして考え

ると、それから民間経済団体、いわゆるＪＡと

かあと森林組合、いろいろあるとは思いますが、

そういうものの枠組みがどうなっているかと、

そういうことで考えることが１つ。

２つ目に「広域行政・広域計画等の状況」と

いうことで、左側の７ページにも記載しており

ますが、例えば消防事務、いろんな大きな市が

消防は常備されておりまして、あと郡部につき

ましては、そこが委託を受けるというようなと

ころで消防事務がなされておりますが、そうい

うこと、あるいはごみの共同処理等々ございま

すが、そういう広域的な事務処理の状況等を考

えること。

それから、３番目に「歴史的・文化的な結び

つき」ということで、市町村の昔からの結びつ

きといいますか、そういうことを歴史的にも勘

案すると。

あと、４番目といたしまして「都市部と農山

漁村地域との連携」ということで書いてござい

ますが、特に都市部と農山漁村ということで、

いわゆる大きな川が県内にはございます。五ヶ

瀬川、耳川等ございますが、そういう川の川上、

川下にも着目した流域の市町村の結びつき、あ
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るいは川を主体とした例えば観光開発なり、そ

ういう広域的な開発計画等を考えるといったよ

うな視点。

そういうような４つの観点から考えた組み合

わせが右側に、ちょっと小さいので恐縮でござ

いますが、７地域、上の方から延岡を中心とし

た県北地域、それから日向市を中心としたとこ

ろ、県西、県南に至るまで７地域を、一応これ

が一番望ましいのではなかろうかと考えたとこ

ろでございます。なお、人口的にも、一番小さ

なところでも８万人以上の地域を考えたところ

でございます。

パンフレットの次のページ、９ページをお開

きください。

市町村の組み合わせにつきましては、ただい

ま御説明した７地域が最も望ましいということ

で一応考えたところでございますが、ただ、現

実的に合併新法の期限というのが平成22年３月

ということで、かなり迫っております。そのた

め、合併の実現性も前提として、組み合わせを

ある程度考えなきゃいけないということもござ

いまして、本来の望ましい市町村はあくまで７

地域、７区域と考えておるところですが、そこ

を見据えまして、構想対象市町村といたしまし

ては、右側のページのように10の地域の組み合

わせをもう１つ示しております。これは今申し

上げましたように、合併新法の期限等を勘案し

た上で市町村の結びつきの強さ、これを統計的

に分析した結果や地域の歴史的なつながり、文

化的なつながり、あるいはこれまで地域で合併

に向けていろんな協議会が設立されてまいりま

したが、そういう取り組み状況等々を総合的に

勘案して、一応この10の地域をお示ししたとこ

ろであります。これを一つのたたき台といいま

すか、スタート台といたしまして、各地域で合

併の議論の始めとしていただくようお示しをし

たところでございます。

組み合わせについては以上でございますが、

委員会資料にもう一度お戻りください。

委員会資料の８ページでございます。

「３ 今後の合併の見通し」ということで記載

しておりますが、日南市の方で現在１市２町の

枠組みによる合併を目指して、法定合併協議会

の設置に向けた準備作業に入ることとなったと

ころであります。

最後に、参考として、スケジュールというこ

とで上げておりますが、約２年ということで表

の一番左側に記載しておりますが、合併に要す

る時間といたしましては、さまざまございます

けれども、大体２カ年程度必要ということで考

えております。今後、その下の２の方で合併新

法の期限ということで平成22年３月31日と記載

しておりますが、これを実現するためには、本

年度内に取り組みを開始されることが必要だと

考えておるところでございます。

ちょっと足早でございましたが、以上で説明

を終わらせていただきます。

○蓬原委員長 ありがとうございました。御説

明が終わりました。御意見、質疑等がございま

したら、御発言をお願いいたします。

○満行委員 まず、市町村課長の言葉の使い方

ですよね。強制合区、任意合区という、我々は
が っ く が っ く

合区というふうに認識してたんですが、ほかの
ご う く

都道府県でも合区という言葉を使っているとこ
ご う く

ろも多いんですけど、これは法で言う言葉です

から、どう読んでもいいのかもしれませんが、

その認識はどうなんでしょうか。

○江上市町村課長 おっしゃるとおり、通常合区
ご う く

というふうに言っておりますが、私、合併とい

うことをよく使うものですから、合区の方が言
が っ く



- 8 -

いやすいものですから、合区と言っております。
が っ く

それだけの違いでございます。

○満行委員 前回も定数問題については議論し

ましたが、その中でも大きな議論になったのは、

今、法の中ではなかなか増減について非常に難

しいと、制約がある。一番の問題は、選挙区が

郡と市の区域によるという、ここがやはり難し

い状況があって、なおかつ一票の格差、そうい

う最高裁の判例とかいろいろ考えると、なかな

か一挙に定数を落とすのが難しいということで、

結局この市町村合併が進んで郡市単位によると

いうのは、もう合わない状況がたくさん全国的

にあるんじゃないのかと、これは法の改正が必

要じゃないかという議論にもなりましたが、そ

の後、全国的に合併も進んでいるわけですが、

この選挙区の郡市の単位によるという、改正し

ろという動きは、全国的にあるのかないのか、

国に対してそういう要望があるかどうか、わか

ったら教えていただきたいと思います。

○江上市町村課長 言われましたように、郡市

の区域によるという規定がございますが、合併

等によりまして郡の形が大きく変容してきてお

ります。現に本県でも１郡１町というのが２つ、

三股町と清武町でございますけれども、全国的

にも１郡１町が160ぐらいあると聞いておりま

す。そういう中で、郡という制度そのものが、

明治、大正時代には郡長とございまして意味が

あったんでございますが、現実的には今地名と

して使われているだけ、法律的な意味というの

は、まさに公職選挙法だけと言ってもいいぐら

いの意味しかございません。そういう中で、言

われましたように、この規定を見直すべきでは

ないかという議論があったことは承知しており

ます。17年の国会でもそういうふうなやりとり

がなされておりまして、議論するということは

聞いておりますけれども、その後の経過につい

ては承知しておりません。

ただ、この郡市の区域によるという決め方に

ついて議論があるやに聞いておりますが、ただ、

ゲリマンダーという言葉がございます。多数で

政権を握っている方たちが自分の都合のいいよ

うに選挙区をつくることをゲリマンダーと言っ

ておりますが、県議の選挙区の場合にも、もち

ろん本県の場合はそういうことはないわけでご

ざいますが、ある程度の基準なりルールなりは

あってしかるべきじゃないかというふうに思っ

ております。

○蓬原委員長 今、何マンダーでしたっけ。

○江上市町村課長 ゲリマンダーという、ゲリ

ーさんというアメリカの知事が自分の都合のい

いような形の選挙区をつくったと、その選挙区

の形がトカゲに似ておったということで、トカ

ゲの形を何かサラマンダー、そう言うらしいで

す。その造語でゲリマンダーというふうに言っ

ていると聞いております。

○濵砂委員 解釈の問題なんですが、市郡とす

るというこの原則なんですけど、郡市、これは

これからの問題ですから、基本的なものの考え

方としてちょっと確認しておきたいのですが、

市と市の合区というのはあり得ないんですか。

○江上市町村課長 もちろん、市と市の合区は、

例えば先ほど言いましたように、配当基数がど

ちらかの市が1.0を切るということもあるかもし

れません。ですから、市と市との合区も、これ

は当然可能でございます。今の制度の中で可能

でございます。

○濵砂委員 それでは、当然に郡と郡との合区

というのも可能だということですね。

○江上市町村課長 あくまで合区の基準を満た

せば可能でございます。
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○黒木委員 その合併新法が平成22年３月31日

と期限がありますよね。今年じゅうに合併の動

きがもっと活発になっていないと、恐らく２年

かかるわけですから、今のお話を聞きますと、

今その合併の動き、まだ合併をされていないと

ころ、これからしようとするところ、何か動き

がどれぐらいあってますかね。

○坂本市町村合併支援室長 幾つかの地域で合

併に向けて真摯な取り組みが始まっております。

その背景といたしましては、４月に統一地方選

挙がございまして、新しい首長さんたち、また

継続して期を重ねた首長さんたち、当選されて

こられたわけでございますが、実は平成16年度、

今から２～３年前から、市町村の収入の３分の

１を占めます交付税、これが三位一体の改革で

かなり削減をされてます。トータルで見ますと、

大体２割ぐらいカットされております。その手

当ては一応されてはおりますが、本県で考えま

すと、大体うちが1,500億ぐらい交付税があった

んですが、２割落ちますと300億近い額になるわ

けですね。今後どうなるかといいますと、まだ

交付税を借り入れて賄っておる状況でございま

すので、恐らくまだ絞ってこられるのではなか

ろうかと、その辺を首長さんたちもひしひしと

感じ取っていらっしゃるようでございます。そ

ういうこともございまして、今後、合併に向け

て、まだ一部地域ではあと４～５年はどうにか

なるんじゃなかろうかと思っていらっしゃる方

もいるようでございますが、やはり期限も迫っ

てきておりますので、真剣な取り組みがさらに

出てくるのではないかなと考えております。以

上でございます。

○河野安幸委員 今の関連ですが、合併新法、

平成22年３月31日で終わると。合併特例債はも

うなくなったんでしょう。あとの見返りが何か

あるわけなんですか。

○坂本市町村合併支援室長 以前、合併特例債

という大変有利な制度がございました。おっし

ゃるとおり、現在ではなくなっております。名

前が合併の推進債ということになったんですが、

一応起債としてはあるんですが、その条件が非

常に悪くなったところです。条件といいますの

は、昔は例えば１億円借りますと、その７割は

交付税で元利償還を全部見てくれたと、手出し

は３割でよかった。ところが、現在では、それ

が４割しか見てくれないというふうに条件が悪

くなっておりますが、一応合併推進債というの

がございます。

一番大きいのは、交付税を算定がえ、一般算

定と言いますが、考え方といたしましては、合

併すると交付税は減ります。これは事務的な経

費等を交付税は見てありますので、当然職員が

例えば少なくなったり首長さんも少なくなった

りするわけですが、そういうので交付税は減る

ことになります。その減り方が、市町村によっ

て違いますが、普通に計算すれば、大体１割か

ら２割弱ぐらい減ってきます。ただ、そんなに

合併したから減ったということではちょっと忍

びないということで、特例が設けてあります。

昔は、10年間はそのまま計算しますと、もとの

まんまの額でいきますよと、それから、あと５

年かけてだんだん減らしていきますということ

で、15年間、簡単に言えばあったんですが、今

はそれが、若干期間は短いんですが、10数年の

期間でだんだんならして落としていくようにな

っております。その適用がされるかどうかは非

常に大きな問題だと思っておりますので、今後、

交付税が厳しくなる中で、どのように国が算定

方法を変えてこられるかわかりませんが、ある

程度、今の段階で今の額が合併をすればある程
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度の期間は確保されると、そういうことが裏づ

けでありますので、そっちもかなり大きな特典

ではないかなと考えておるところです。以上で

す。

○濵砂委員 これも一つ確認なんですが、今度

の市町村の平成19年度予算編成の中で、基金が

枯渇してもうないというところがありますか。

○江上市町村課長 19年度予算編成の中ではご

ざいませんけれども、これまでと同じような予

算編成を続ければ、場合によっては20年度もし

くは21年度に、そういう事態が出てくる市町村

もゼロではございません。

○濵砂委員 足りない分をすべて借入金で補わ

なければならないという市町村というのが、予

想される市町村数というのはどのくらいあるか

わかりませんか、平成20年度。

○江上市町村課長 その前に、市町村の場合に

は国と違いまして、お金が足りないから借り入

れていくことは制度的に不可能でございます。

いわゆる赤字国債というのは足りないというこ

とで発行できるわけでございますが、市町村の

場合の赤字地方債というのは、これはまさに例

外的な場合を除いて物をつくるときしかできま

せんので、ですから、予算が組めないから赤字

地方債を発行することはまずできません。した

がいまして、基金を取り崩して予算を組むとい

うことになるわけでございますが、問題は、取

り崩し基金がなくなった場合に予算が組めない

という事態が生じてくるということでございま

して、そういう団体が20年以降、場合によって

は同じような予算編成を続ければ出てくるとい

う団体は、場合によっては、１、２あるかもし

れないという状況でございます。

○濵砂委員 いわゆる規模縮小、予算規模の縮

小で図っていくしかないと、いわゆる市町村と

いう姿を維持するためには、規模縮小、財政の

縮小を図るしかないというのが現状ですね。

○江上市町村課長 おっしゃるとおりでござい

まして、税収増があるか、もしくは交付税増が

あるか、それがもしなければ、あとは赤字の地

方債は発行できませんので、歳出を削るしか方

法はないということでございます。

○福田委員 江上参事の明快な説明を受けまし

て内容はわかったんですが、もう一つ、前回の

委員会で私ども委員側からお願いしました資料

が提出されていますが、委員長、これもあわせ

てちょっと説明をいただきたいんですが。

○蓬原委員長 これは一応後から書記の方で説

明するということになっております。今聞いた

方がよければ、どうしても今聞いておかないと

いけないということであればですが。

○福田委員 全国の状況が載ってますから、専

門家ですから、ぜひ。

○蓬原委員長 準備されていますか。結局後に

やる全国の状況だと思うんですが、これについ

ては書記の方で後ほど説明するということにな

っております。先ほど申し上げました。

○福田委員 委員長、せっかくここに専門家が

いらっしゃるから、詳しく説明してほしいんで

すよ。

○蓬原委員長 それでは、市町村課長、御説明

をお願いいたします。

○江上市町村課長 事務局の方がおつくりいた

だいた資料でございます。

簡単に１枚目から御説明申し上げますと、こ

れは議員定数についての全国の状況というふう

に書いてございますが、これは上の方から、左

の方は国調人口とそれに伴います、先ほど申し

上げましたが、法律で決まっておる上限数、そ

れからそれに伴う減少率等々が書いてございま
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す。ちなみに、宮崎県につきましては、法定数

が宮崎と同じというところは４つございまして、

上の方から秋田県、それから石川県、それから

隣の大分県と宮崎県、これが同規模の県でござ

いますけれども、その同規模の県の条例定数は、

上の秋田から45、本県と同じでございます。石

川が46、それから大分が44、宮崎は45、宮崎は

真ん中ということでございますが、右の方にそ

の減員率の順が書いてございます。本県の宮崎

が48が45になった場合が減員率は6.3％の減でご

ざいますが、一番減員率の高いところは岐阜県

でございますけれども、24.6％の減員、上限数

と条例定数の差がこれだけあるということでご

ざいます。

次のページが今回の合併といいますか、今回

の統一選挙に合わせて定数をいじくったかどう

かという表だと思いますけれども、17年と19年

の条例定数をどれだけ減らしたかというのが書

いてございますが、もちろん本県は削減がゼロ

でございますけれども、Ａ－Ｂがゼロでござい

ますが、全国的には新潟県が今回の統一選に合

わせて８つ減らしたという数字がずっと上の方

から書いてございまして、宮崎県はゼロという

数字が書いてございます。

それから、その右のページは、これはいわゆ

る人口を条例定数で割った、先ほど配当基数と

申し上げましたが、配当基数のもとになる数字

でございますが、その数字は宮崎県はどのくら

いのレベルにあるかというのがここに書いてご

ざいまして、先ほど２万5,600云々と申し上げま

したが、宮崎県の２万5,000云々というのは36番

目に位置するということでございます。それが

この表に書いてございます。

それから、その次のページは、都道府県議会

に係る、これは一票の格差に伴います最高裁ま

で争われた結果でございますけれども、一票の

格差について大まかに申し上げますと、大体３

倍を超えているか超えていないかによって違法

か合法かの差が出ているというふうな多分これ

は表なんだろうと思いますが、もちろん最高裁

は、この数値には、３倍とか４倍とか２倍とか、

特定の数値の限界を設けて一律に判断されては

いないようでございますが、結果としてはこう

いう数字が出ているということかと思います。

その次のページが議員定数に係りますいわゆ

る格差の全国比較でございますが、宮崎県は1.93

倍でございます。先ほどの表でごらんいただい

た思いますけれども、1.93倍でございましたが、

全国は2.17倍が平均だという表でございます。

以上でございます。

○福田委員 説明を受けた内容からしますと、

一にも二にも本県の議員定数については、法律

的な判断からは何ら問題はないと、しかし、本

県の財政状況等を考えると、現状では限りがあ

ることを個人的には判断せざるを得ないのかな

と考えておりまして、先ほどの資料の中で、そ

れぞれの選挙区の事情もあるわけでありますが、

私どもはこれから定数をどこに置いて、そして

配当基数の問題等、真剣に検討していく必要が

あるなということを実感として感じました。あ

とはまた委員会審議の中でお願いしたいと思い

ます。

○図師副委員長 今の丁寧な御説明でよくわか

ったんですが、その減員率が高い県の経緯とい

いますか、ここに至った原因とか理由がもしわ

かっておれば教えてください。

○江上市町村課長 申しわけございません。把

握しておりません。

○蓬原委員長 ほかに質疑はございますか。な

ければここで終わるということになりますが、
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また来ていただくというのは大変でございます

ので、この際ですから聞くだけ聞いてください。

いいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○蓬原委員長 それでは、ないようでございま

すので、以上で地域生活部の概要説明を終わら

せていただきます。

地域生活部の皆様は退席いただいて結構です。

ありがとうございました。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時53分休憩

午前10時57分再開

○蓬原委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

ここからは、委員の皆様に御協議いただくわ

けでありますが、先ほども福田委員から前もっ

て質問がありましたけれども、「議員定数に関す

る全国の状況」及び「一票の格差の判例等」に

ついて書記の方から説明するということになっ

ておりました。改めてここで、ダブるかもしれ

ませんが、説明をいたさせますので、よろしく

お願いいたします。松下書記、よろしくお願い

します。

○松下書記 御説明いたします。先ほど簡単に

御説明がありましたので、補足的な部分を主に

御説明いたします。

資料１の１枚目は「減員の状況」でございま

す。

先ほど説明がありましたように、宮崎県は人

口115万3,000人ですので、上限数が48となって

おり、条例定数を45と定めておりますので、３

名の減員、減員率は6.3％となっております。

右の方の表が減員率の高い都道府県の順なん

ですが、最も高いのが岐阜県24.6％です。法定

上限数が61に対して、条例定数を46と定めてお

ります。先ほど副委員長の方からありました岐

阜県の状況なんですが、簡単に聞いたんですが、

ずっと以前から選挙のたびに少しずつ減員して

きているようでありまして、その積み重ねがこ

のような高い減員率につながっているようであ

ります。ちなみに、ことしの４月の統一地方選

挙時にも３名減員したと伺っております。

逆に、減員率が最も低いのは和歌山県であり

まして、全国で唯一減員率が０％であります。

法定上限数46のまま条例定数として定めており

ます。和歌山県でも、平成17年度に定数見直し

が検討されたようなんですが、本県と似たよう

な形なんですが、合併の動向を見ながら、19年

度以降、新体制で検討するというようなことに

なりまして、定数が維持されたとのことであり

ます。ただし、ことしの９月議会までには、定

数削減を検討する組織を立ち上げる可能性があ

るというふうには伺っております。

なお、本県は全国で30番目の減員率となって

おりまして、全国の平均は10.3％となっており

ます。

続きまして、２枚目の「定数削減の状況」で

ありますが、やはりことしの統一地方選に当た

って、各都道府県も定数削減を行ったようであ

ります。

最も削減を行ったのは、右の表ですが、新潟

県で、条例定数を61から53に削減、今回８減し

ております。これも削減が進んだ理由をちょっ

と簡単に聞いてみたんですが、最大の理由は市

町村合併が進んだためとのことでありました。16

年度末には101あった市町村が18年度末には35ま

で減ったようであります。これによって、選挙

区そのものが大幅に減少して、強制合区が行わ

れまして、大幅な定数削減が可能となったとい
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うふうに伺っております。

逆に、今回の選挙で削減を行わなかったのは、

４月に選挙がなかった３つの都県を除けば、本

県を含め18の府県となっております。

続きまして、３枚目でございます。「人口比の

状況」についてであります。

これは各都道府県の人口を条例定数で割った、

議員１人当たりの人口についてまとめたもので

ございます。本県の場合ですが、下の方です

が、115万3,000人を45で割った場合は、議員１

人当たり人口は２万5,623人となっております。

右の方に、議員１人当たりの人口が多い順、

すなわち都道府県人口に対して議員数の割合が

少ない順に都道府県を並べておりますが、本県

は36番目となっております。

ただ、ここで１点補足なんですが、一番右側

の列の都道府県人口の順位をごらんください。

これを見ますと、議員１人当たりの人口の多い

順は、人口の多い都道府県の順と基本的に近い

ということがわかります。すなわち、議員１人

当たりの人口というものは、その都道府県の人

口そのものに影響される面が大きいのではない

かというふうにも考えられます。ということで、

人口比については、全国の状況や平均と単純に

比較することは難しい面もあるのではないかと

いう見方も可能ではあります。

ちなみに、全国平均が４万5,894人となってお

りますが、これを本県の人口に当てはめてみま

すと、定数は約25人とかなり少なくなってしま

うようであります。

以上で議員定数、全国の状況の説明を終わり

ます。

続きまして、資料２、最高裁の判決の関係な

んですが、先ほど説明がありましたように、こ

の表でいきますと、基本的には真ん中あたりの

一票の最大格差の特例選挙区以外の欄を見てい

ただければと思います。すると、合法性の裁量

権の欄でございます。この裁量権の欄は、議会

が定めた選挙区定数の条例が「議会の裁量権の

合理的な行使として是認できるか」の判断であ

ります。ですので、一番上の5.15倍の場合は、

これは是認できないということで違法と判決が

下っております。

これが×となっているところを見ていきます

と、4.58倍、3.40倍、3.81倍、3.09倍、○とな

っていますのは、2.81倍、2.834倍、2.89倍など

となっております。以上からしますと、おおむ

ね３倍までの格差であれば合法と判断される可

能性が高いと考えられます。

ただし、先ほどもありましたが、判決に当た

っては、この一票の格差の数値のみではなくて、

人口比例定数どおりに機械的に配分した場合に

自然に起こる格差、これとの比較や逆転現象の

程度、この３つを重要な考慮材料として総合的

に判断しているようであります。

続きまして、２枚目ですが、全国の一票の格

差の状況です。

真ん中あたりの一票の格差、特例区以外の欄

をごらんください。本県は下の方にあります

が、1.93倍となっておりまして、全国平均は2.17

倍となっております。

右の方には、格差の大きい都道府県の順に並

べた表がありまして、最も大きいのが3.52倍の

北海道、最も小さいのは鳥取県の1.37倍となっ

ております。

以上ですべての説明を終わります。

○蓬原委員長 ありがとうございました。

それでは、先ほどの執行部の説明、それと、

ただいまの松下書記の説明を含めて御協議いた

だきたいと思います。自由な意見交換の時間と
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いたしたいと思いますので、委員の皆様から御

意見をお願い申し上げます。

○濵砂委員 まだちょっと勉強の段階で、資料

の要求なんですが、一票の格差を見てみますと、

北海道が3.52倍で、北海道というと面積が関係

あると思うんですが、面積比の資料をまた出し

ていただけますか。

○蓬原委員長 わかりました。ほかにございま

すか。

○中野委員 この一票の格差の中の特例区、東

京は想定できますが、離島がありますから、兵

庫県はどういうことかということと、それから、

北海道3.52ということで、例えば訴える訴訟が

あれば、違法性があるということが想定される

ということになりますか。

○松下書記 まず、東京と兵庫の「特例区以外」

の点についてでありますが、この特例選挙区と

いうのは、公職選挙法に基づいて、配当基数が0.5

を下回っていながらも、強制合区せずに特例的

に存置できる選挙区となっております。これは

非常に例外的な特殊なものでありまして、これ

は東京と兵庫県のみで、今回の４月の統一地方

選挙までは幾つか他県も見られたんですが、す

べて解消しております。ですので、特例選挙区

に関しては余り判断材料には入れなくてよいの

かなという気がいたします。

それと、北海道の3.52倍ですが、これがちょ

っと調査不足なんですが、これが人口比例定数、

人口どおり機械的に割り振った場合の一票の格

差、これに近いものであれば、単に3.52倍だか

ら違法だという判断が下される、直結されるも

のではない、やはり総合的に裁判は判断すると

いうこともあるようですので、３倍超えていれ

ば違法と直結するものではないのかなと考えて

おります。

○中野委員 特例区を含むという東京都と兵庫

県、東京都は伊豆諸島がありますから、それだ

ろうと思ったんですが、兵庫はただ勉強のため

に、どういう事情でこういう特例区があるのか

ということをちょっと聞きたいと、実情を教え

てください。

○松下書記 兵庫県の個別の事例については、

まだちょっと調査しておりません。

○蓬原委員長 次回までに調査してお願いしま

す。

ほかに、資料ですが、資料の請求があれば、

資料のことについても御意見いただきたいと思

いますし、きょうフリートーキングで意見交換

をしたかったのは、議員定数を今後削減すると

した場合、先ほど福田委員からも話がありまし

たけど、何が一番障害になるかという、そのあ

たりのことも含めて、きょうはいろんな資料を

集めたり、いろいろ基礎データを集めて、議論

の入り口の部分ですから、そのあたりのことか

ら入っていただければ、まだ詰めの段階ではあ

りませんので、やっていただきたいと思います

が、何が一番障害になるかなという。

○中野委員 今、委員長の話とは別ですが、意

見ですが、ちょっとお尋ねしたいと思うんです

が、法定の上限数が決まっておりますよね。自

治法の改正の、合併をちょっと減らそうとか、

全国的に多いんじゃないか、減らそうという話

がありますが、この上限数を変更するような地

方自治法の改正の動きとか、そういうものは何

もないんですか。

○松下書記 その点はまだ把握しておりません。

○中野委員 東京都なんかはどんどん人口がふ

えるでしょう。何か東京都の動きとか要望とか、

そういうのはないんですかね。

○蓬原委員長 先ほど、何か見直しの議論はあ
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ったけど、ということで、それを変えるという

動きはつかんでいないというような答弁をいた

だいておりますね。

○松下書記 中野委員がおっしゃっているのは、

恐らく総定数の部分だと思うんですが、総定数

については地方自治法で定まっておりまして、

総定数を決めた後に、選挙区割りとか、それぞ

れの選挙区の定数をどうするかは、公職選挙法

で決まっています。公職選挙法については、恐

らく先ほど改正の動き、要は郡市の区域による

という部分、この点は改正の動きはないのかな

ということだったと思います。

地方自治法の要は総定数の部分の改正の動き

についてはちょっと把握しておりませんが、今、

東京都が人口がふえるというお話ですが、地方

自治法では上限が基本的に設けられていまして、

恐らく120が上限でありつつ、若干東京都は特例

もあって、プラス８になって128になっていると

思います。ですので、無尽蔵に法定上限数がふ

えていくということは、今の自治法でも頭を押

さえはされているのかなという感じはいたしま

す。

○福田委員 議員定数の削減の問題やら市町村

合併の問題というのは、一にも二にも財政状況

からきているわけですから、本県の財政状況の

見通し等も機会あるごとにお聞かせいただいて

いるんですが、道州制の問題もありますが、そ

れは先のことでありますから、今の財政状況の

推移の中で、これは私どもが最終判断をするわ

けでありますが、財政から見た本県の望ましい

議員定数、これはいろいろ見方はあると思いま

す。あるんです。なぜ議員定数が県民やあるい

は世論からいろいろ注目を浴びるかといいます

と、私はこれからの行財政改革のお手本、この

議会あたりが行財政改革のお手本として議員定

数の削減をしない限り、なかなか進んでいかな

い、ここを見ていると思うんですね。議員定数

は財政状況が許せばふんだんにあって、地域の

意見を吸い上げるのが一番望ましいんですが、

財政状況がそういう状況を許さない、そういう

ふうに見ているんですよ。その辺から資料とし

て、望ましいというか、向こうは出し切らんか

もしれんけど、資料として欲しいなと。どうい

う宮崎県の財政状況の中で議会の関与、しかし、

これから行財政改革を推進する原動力になれば、

議会が今のままの定数でいいということもあり

得るわけですが、その辺を考えて、私の考えで

すけど、資料としてね。望ましい。

○蓬原委員長 執行部から出させるということ

ですか。

○福田委員 ええ、議会とは別ですよ。

○図師副委員長 今の福田委員のお話は、考え

方の一つとしてはおもしろいなと思うんですが、

歳出に占める経常支出の割合で、いわば人件費

をどれくらい削減すれば財政の硬直化が何％緩

和されるというところにつながる見方をしては

どうかという提案だと思うんですけど、それが

だから議員の数を１～２名減らす、４～５名減

らしたときに硬直率が２～３％下がるとか、そ

こまで見えてくれば非常におもしろいなと。

○福田委員 いや、そうじゃないんです。これ

からの行財政改革のシンボルになっているから、

数字はそんなに大きな数字は出てこないと思う、

議員の定数削減ぐらいでは。これがシンボルと

いうことを我々は深く重く受けとめざるを得な

いなと思って悩んでいるんですよ。それはもう

みんな厳しい選挙を勝ち抜いてきたわけですか

ら、今の選挙区を定数削減されますと、次は来

れないかもしれないわけですから、お互い、僕

なんか特にそうですが、選挙が弱いところなの
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で。それは別問題です。やっぱり行財政改革の

シンボルとして議員定数削減の問題ありきかな

と今度の選挙を通じて感じましたね。

○濵砂委員 先ほどの関連の資料請求なんです

が、全国の47都道府県の議会費用の割合も出し

てください。

○蓬原委員長 歳出に占める割合とかですね。

○権藤委員 議論のあり方として、数が幾らと

いうのを全国の表で見てみても、40を切ってい

るのは、法定が40ぎりぎりのところが、38とか、

３県ぐらいしかないんですね。だから、私はや

っぱり宮崎県がこの県議会の中で、いろいろ最

近は監査を含めてチェック能力とか、議会、議

員の責任が問われているわけですよ。そういう

中で、本来からいけば、５つの常任委員会等を

維持していくための権能を含めて、議員定数と

いうのを、それは１つか２つ減らすという議論

じゃなくて、そんなに減らせるものではないと

いうことも、この委員会として、当然必要定数

というのは法定で決まっておるからこうだとい

うこともありますが、私は40から45の間で、そ

の微減が仮にあったとしても、微減という言葉

はいかんですけど、１人減れば、２万5,000ぐら

いの人口を代表するわけですから、しかし、そ

ういう議会の権能が問われているわけですから、

そういう意味からの議論というか、そして我々

は非専従なんですね。毎日議会に出てきている

行政職とは違うわけですね。そして、行政職と

対等に渡り合うか、それ以上じゃないと、問題

の指摘やチェックはできないと思うんですね。

そういったことを含めて、議員定数をどれぐら

い、私は微減という言葉を使いましたが、この

委員会の使命というのはそういうこと。

それから、あともう１つは、１人区がここの

合併構想で示されているのは、10とか９とか広

域行政があるんだけど、それを７つに将来目標

として上げているわけですが、こういったとこ

ろ等が本当にそごを来さないのかとか、あるい

は最低単位の、例えば失礼な話ですけど、宮崎

市エリアの広域行政では、国富、綾が、あるい

は清武町が消防とか教育を一緒にやっていると、

そういう中で、法が郡ということで、自治法上

はその議論はまだされていないと、しかし、そ

れをプールして１人区をどうするのかという議

論とか、だから総定数は私はそんなに減らせる

のかな、あるいは１人区をどうするのか、ある

いは減らすとしたらどうなのか、どこまでしか

減らせないのかとか、そういうことを念頭に置

いた議論なり資料があれば行政の方にも求めて、

きょう来てもらったところですから、そういう

気がします。

○蓬原委員長 総合的に議論していかないかん

でしょうから、それを含めて資料をいただきた

いと思います。

○野辺委員 先ほどの福田委員の関連なんです

が、行財政改革の中で議員定数を減らしていか

なきゃならないという基本的な考え方もあるか

もしれませんが、一つには交付税がどんどん減

ってくるということも背景にあると思うんです

ね。したがって、交付税の歳入で、１人当たり

議員報酬、交付税の中でどれだけカウントされ

ておるのか、明確にちょっと調べてほしいんで

す。

○蓬原委員長 わかりました。資料を求めます。

○緒嶋委員 我々は地域の代表という性格もあ

るわけですよね。県議会議員は全県下を見らな

いかん。そうなると、今、格差社会というのが

言われておるんですが、あと県民の市町村の所

得の格差、こういうのを見た場合に、この地域

の代表が何をなすべきかということも当然ある
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わけですね。そういうことを言った場合に、県

も市町村も所得、１人当たり、ここ辺がどうな

っておるのか、そこ辺も私は一つのポイントに

なるんじゃないのかという気がしております。

○蓬原委員長 わかりました。所得。

まだ時間はあります。御意見がありましたら、

一応まだいろいろ資料を集めて、いろんな角度

から議論するためのデータづくりかなと思って

おりますので、まだ入り口論ですから、必要な

ものはこの際出しておいていただきたいと思い

ます。

議会費はたしか12億円ですね。歳出に占め

る6,000億の中の0.2％ですから、議会権能を全

部なくても0.2％しか歳出には寄与できないとい

う、そういう数字もありますが、福田委員の意

見は、それを行財政改革を行う中で率先垂範、

この議会がどういう姿勢を見せるかと、そうい

うことをおっしゃっていたんだろうというふう

に思いますから、いずれはそういう議論をして

いかないかんのかなというふうに思っておりま

す。いずれにしても、精神的な障害というのは

いろいろあると思いますから、だんだんと突っ

込んだ議論に入っていかないといけないと思い

ますので、いろんな情報を集めながらやってい

きたいというふうに思っております。

なければ、フリートーキングは以上できょう

のところは終わりたいと思いますが、よろしゅ

うございますか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○蓬原委員長 その他の協議事項でございます。

次回の当委員会の開催日についてであります

が、お手元の行事予定表をごらんいただきたい

と思います。

先日、お諮りした日程では、７月23日月曜日

の開催となっておりまして、３つの特別委員会

の終了後といたしておりました。しかし、この

委員会は、なかなか議論の育成というのが、ど

ういうふうに発展するかということもあります

ので、審議時間を十分に確保したいということ

を考慮しますと、別な日に設定した方がいいの

ではないかということで、例えば７月30日か８

月３日ということで、きょう決まればきょう決

めていただきたいと思いますが、決まらなけれ

ばいずれかということにしていただいて、書記

の方で確認をとりたいと思いますが。

○緒嶋委員 委員長一任。

○蓬原委員長 一任いただければ両方、これは

できればじゃなくて、必ず全員御出席いただか

ないと、途中で欠落しますと、議論が同じ認識

の中で進めていかないといけませんから、全員

出席をぜひ決まりましたら万難を排してお願い

いたしたいというふうに思います。こちらでじ

ゃ一任ということで、その両方どちらかに確認

をとらせていただくということでよろしいです

か。

○黒木委員 ７月30日はちょっと県北の方の用

件が、出先機関との会議が入ってますので、30

日はちょっとあけてほしいですね。

○蓬原委員長 となると、８月３日が有力かと

いうことになりますが。８月３日、とっていた

だけますか。この場で決めます。

○権藤委員 高速道の全協はいつだったか。

○蓬原委員長 24日です。

○権藤委員 これは早過ぎるわけですか。抱き

合わせと言ったら悪いけど、９時からやったら

できんことはないけど。

○蓬原委員長 これは審議は終わりを設定せず

にやった方が、どういう展開になるかわかりま

せんから。３日ということでお願いします。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕
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○蓬原委員長 では、３日に決定させていただ

きます。

その他で委員の皆様から何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○蓬原委員長 ないようでございますので、以

上で本日の委員会を終わります。

午前11時26分閉会


